
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

順位 主 な 相 談 内 容 相談件数 

1 
インターネット等の 

利用に関するﾄﾗﾌﾞﾙ 

昨日、携帯電話に「以前登録していた総合情報サイ

トの解約手続きをしていないので、延滞料が発生し

た。」とメールが届いた。身に覚えはない、どうしたら

よいか。 

４１４ 

2 
賃貸アパートの 

敷金返還など 

賃貸アパートの退去時に、敷金１５万円から３万円の

ハウスクリーニング代を請求されている。請求に納得

できない。 
２４９ 

3 
 

スマートフォン・ 

パソコンの不具合 

 

５日前、スマートフォンに機種変更した。１日使用す

ると電源が落ちてしまうので交換を申し出たが、修理

により対応すると言われ納得できない。 
１６５ 

４ 
ファンド型投資商品 

に関するﾄﾗﾌﾞﾙ 

業者から電話があり「未上場会社の転換社債を買っ

てほしい。解約はいつでもできて資金は倍になる。」

と言われたが信用できるか。 
１４３ 

５ 
衣類のクリーニング 

に関するﾄﾗﾌﾞﾙ 

ブランドのスカートをクリーニングに出した。引き取り

に行くと表地が縮んで裏地が飛び出ていた。やり直

しを依頼したが、アイロンで伸ばしただけで渡され、

納得できない。補償してほしい。 

１２８ 

６ 
結婚情報・ 

エステなど 

２０歳の誕生日にエステサロンから優待券が届き、千

円で両脇脱毛の施術を受けたら、強引に脱毛コー

ス・オーダーメイドプランを勧められ契約したが止め

たい。 

１２２ 

 

 

 

 

 

[と  き] ９月１７日（火）午後１時半～３時 受付：午後１時 

[ところ] 区役所１３１会議室（庁舎１３階）   

[対 象] 区内在住・在勤の方どなたでも 

[定 員] 先着１００人   [費 用] 無料 
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[申込み] ８月２２日（木）午前９時から、電話で 

すみだ消費者センター（５６０８－１５１６）へ 



 

                               

 

 

 

 

 

［相談事例］                                        

突然、証券会社を名乗る業者から電話があり、「あなたの名前でＡ社の社債を１００万

円購入した。」と言われた。「同意しておらず、了承できない。」と伝えたが、「この社

債は選ばれた人しか購入できないので、申し込んでおいた」などと言われた。 

話がおかしいので、とりあわなかったところ、その１０分後にＡ社から電話があり、「社

債の申し込みを受け付けたので、明日社債券を送付する」と言われ、驚いて「自分は申し

込みはしていない。」と伝えた。Ａ社に「今から教える番号に電話をかけ、証券会社に自

分でキャンセルの申し出をするように」と言われた。 

教えられた番号に電話をかけ、「自分は申し込んでいないのでキャンセルをしてほしい。」

と伝えたところ、「キャンセル料１０万円を払ってもらう。」と言われたがどうしたらよ

いか。 

 

［アドバイス］                                 

 販売業者や買い取り業者など複数の業者が登場して、消費者に未公開株や社債などを購

入させる「買え買え詐欺」（劇場型勧誘）の新しい手口として、勝手に自分の名義で社債

などを購入され、代金を払うよう強く言われたり、断るとキャンセル料を請求されたりす

る相談が寄せられています。 

 ｢断ると訴える｣「代金を家まで取りに行く」などと脅される事例もあります。  

 一度、お金を払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなり、取り戻すことは困難になり

ます。おかしいと思ったら、絶対にお金は支払わないでください。相手にせず、すぐに電

話を切って消費者センターにご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 ■相談日……月曜日～土曜日（土曜日は電話相談のみ） 
（日曜日・祝日・祭日・年末年始はお休みです。） 

■相談時間…午前９時００分～午後４時３０分 

■所在地…墨田区押上２-１２-７ セトル中之郷２階 
● 東武伊勢崎線･東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営浅草線 

「押上駅」Ａ３出口徒歩３分    

● 東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー駅」駅徒歩７分 




